
〈早退時のお子さんの引き渡しについて〉 

何らかの事情により早退する場合、保

護者の方に迎えに来ていただき、直接引

き渡すことが原則となります。 

お子さんだけで帰らせるということは

安全を確保するためお断りをしておりま

す。ご理解・ご協力をお願いいたします。 

子どもたちにとって、けがや事故などのない、

楽しく有意義な連休となりますよう、下記の事項

について、ご家庭でも機会を捉えて具体的にお子

様と確認していただきますようお願いします。 
 

○ 安全に気をつけて過ごす 

 ・交差点等では左右の確認を 

行う。飛び出しをしない。 

 ・自転車はヘルメット着用し、 

乗り方の決まりを守る。 

（横断歩道は自転車を押して 

渡る。） 

 ・キックボード、スケートボード等の遊びを公

道で行わない。 

○ 被害を防止する 

 ・校区外への外出、夜間外出、ゲームセンター

等で遊ぶなどの活動は、大人と一緒に過ごす。 

 ・子どもだけで遊びに行くときにはお家の人と

行先や時間の確認を行うとともに、防犯ブザ

ーを携行する。 

 ・午後６時までに家に帰っておく。 

 ・「いかのおすし」の合い言葉をもとに、不審者

に遭遇した場合の対処の仕方をよく確認して

おく。 

○ 基本的な感染症対策を継続して健康に過ごす 

・密を避ける、換気、帰宅後の手洗いを行う等、

必要に応じた対策を講じる。 

 

 

   

保護者の判断で飲料水を持たせる場合

は下記のことにご留意ください。学校の水

道水はご家庭の上水道同様、飲用に適して

おります（毎日、塩素濃度の測定等も行っ

ています）ので、こちらも利用できます。 
 

１ 水筒の中身は水やお茶、またご家庭の

判断でスポーツドリンクにされてもか

まいません。 

２ 自分の飲用に使い、他の児童に分け与

えないようにします。 

３ ペットボトルを水筒代りに使用する

ことは衛生面を考慮し、不可とします。 

４ 登下校時は、安全面を考慮し、手に持

ったり肩にかけたりせず、手提げ袋など

に入れて持ち運びます。 
 

＊空になった水筒に学校で補充 

を行うことは安全管理上でき 

ませんのでご了承ください。 

 

第２号 

令和５年 

４月２８日 

２７日（木）に、学校と地域の代表者が集い、

第１回学校運営協議会を開催しました。３つのプ

ロジェクト（まなび・こころ・すこやか）に分か

れ、昨年度までに立てた計画をもとに、今年どの

ような活動ができるか話し合いました。子ども、 

保護者、地域、教職員で 

つくる「みんなの学校」 

を実現するために有意義 

な時間となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を

受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な

成長及び人格の形成に重大な影響を与え

るのみならず、その生命又は身体に重大な

危険を生じさせるおそれがあるものです。

『いじめは人間として、絶対に許されな

い』ということを指導しております。悩み

を一人で抱え込まず、相談することも子ど

もたちに伝えています。 
 

＜安心な学校生活を送るために＞ 

〈学級写真の販売について〉 
 

２～６年の学級写真の販売につきましては、詳

細が決まりましたら、学年だより、もしくは学校

メールでお知らせいたします。 

＜５月の生活目標＞ 

友達に温かい言葉をかけ、助け合おう 

＜楽しい連休を過ごすために＞ ＜飲料水の持参について＞ 

＜みんなでつくるみんなの学校をめざして＞ 


